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（１）モニタリング井戸（上流・下流） 
 
①有害物質等に係る項目：1 年 1 回以上 

アルキル水銀 

総水銀 

カドミウム 

鉛 

六価クロム 

砒素 

全シアン 

ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ) 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

ジクロロメタン 

四塩化炭素 

塩化ビニルモノマー 

1,2-ジクロロエタン 

1,1-ジクロロエチレン 

1,2-ジクロロエチレン 

シス-1,2-ジクロロエチレン 

1,1,1-トリクロロエタン 

1,1,2-トリクロロエタン 

1,3-ジクロロプロペン 

ベンゼン 

チウラム 

シマジン 

チオベンカルブ 

セレン 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

ふっ素 

ほう素 

1,4-ジオキサン 

水素イオン濃度(ｐＨ) 

ダイオキシン類 

 
 
②電気伝導率：1 カ月 1 回 
 
 
・法に定める分析であり、分析の専門事業者が

採水・分析する。 
 
 

 
 
 
（２）地下水ピット 
 
・分析項目：電気伝導率 
・日常管理として行う。 
・維持管理の受託事業者が採水・分析する。 
 
 
 
 
 

≪水質分析計画≫ 
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